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①　「おおたま学園」のより一層 ①　「地域と共に歩む学校づくり」 ①　健康な体づくりの推進  ①　歴史文化の保存と継承・活用

の推進 の推進 　ア　学校体育支援事業 　ア　文化財保護事業

　ア　幼・少・中一貫的教育推進事業 　ア　コミュニティ・スクール・推進 　イ　健康教育・保健事業の充実と 　イ　文化財記録保存事業

　イ　幼稚園教育の充実 　 事業  　 食育の推進 　ウ　無形文化財・年中行事伝承

②　個を伸ばし、確かな学力を育む 　イ　地域学校協働活動 ②　スポーツ活動の促進 事業

　教育活動の充実 　・　共に学ぶ学習支援事業 　ア　おおたまスポーツクラブ事業 　エ　あだたらふるさとホール運営

　ア　学力向上推進事業 　・　学校支援事業（学校支援ボラ 　イ　社会体育関係団体支援事業 　オ　歴史と文化を活かしたむら

　イ　外国語教育推進事業 ンティア） 　ウ　ふくしま駅伝大玉村実行委員 づくり推進事業

　ウ　ICT活用推進事業 　・　放課後支援事業（放課後子ども  会事業 ②　文化・芸術活動への支援の

　エ　特別支援教育推進事業 教室） 　エ　村民登山事業 　推進

③　体験活動の充実と道徳・人権・ 　・　親の学びや子育てを応援する ③　スポーツ施設の整備促進 　ア　ふるさとホール公演会事業

　平和教育の推進 事業 　ア　生涯スポーツ施設整備管理 　イ　文化のつどい事業

　ア　体験活動推進事業 　・　部活動の地域展開 事務事業 　ウ　文化祭事業

　イ　道徳教育推進事業 ②　ライフステージに応じた学習 　エ　文化･芸術活動の情報発信

　ウ　人権・平和教育推進事業 活動の支援

　エ　キャリア教育推進事業 　ア　生涯学習推進事業

　オ　環境教育推進事業 　イ　家庭教育推進事業

　カ　スクールソーシャルワーカー・ 　ウ　少年教育推進事業

　　 スクールカウンセラー活用事業 　エ　青年教育推進事業

　キ　国内外交流活動推進事業 　オ　成人教育推進事業

　ク　村民相互の交流・体験活動 　カ　自主学習グループ育成・支援

推進事業 事業

④　安心して学べる教育環境づくり ③　読書活動の推進

　ア　非常勤講師及びスクール・ 　ア　読書活動推進事業

　 サポートスタッフ配置事業 　・　子どもが読書に親しむ機会の

　イ　幼稚園・小中学校施設整備・ 充実

管理事業 　・　子どもの読書環境の整備と充実

　ウ　学校給食費補助事業 　・　子どもの読書活動についての

　エ　就学支援事業 理解の促進

　オ　幼稚園弁当給食費補助事業 ④　学習施設の維持管理・長寿命

　カ　教育支援センター事業 化

　キ　中学校新入生等制服補助事業 　ア　生涯学習施設整備管理事業

　イ　（仮称）子育て支援センター

建設事業

①　おおたまの教育を支える基盤づくり

ア　学校評価・教育委員会評価推進事業 イ　教職員研修推進事業     ウ　教職員の働き方改革の推進

エ  地域人材の発掘と参画　 オ　行政や関係機関との連携強化

大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン全体構造図

計画の位置づけ 基　本　目　標 大玉村の教育の現状と課題

【関係法律】
○地方教育行政の組織及び
   運営に関する法律

○教育基本法
〇こども基本法

「夢を育てる教育」
おおたまに学び、世界とつながる人間の育成

～みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ、大玉の教育～

１　教育を取り巻く現状

２　国・県の動向

３　大玉村の教育を取り巻く現状

 ⑴　人口の推移と推計

 ⑵　就学前の子ども数の推移

 ⑶　児童・生徒数の推移

 ⑷　児童・生徒の学力の状況

 ⑸　児童・生徒の体力・運動能力

　　の状況

 ⑹　児童・生徒の食に関する

　　状況

 ⑺　読書の状況

 ⑻　生涯学習施設等の利用

　　状況

 ⑼　地域協働活動の状況

 ⑽　スポーツ施設の利用状況

 ⑾　おおたまスポーツクラブ会

　　員数等の状況

 ⑿　文化・芸術活動の状況

 ⒀　文化財の状況

４　大玉村の教育を取り巻く背景

　と主要課題

【国・県の計画】　※参酌
○第３期教育振興基本計画

○第７次福島県総合教育
   計画 目指す人間像

第五次大玉村総合振興計画
 『小さくても輝く　大いなる

  田舎　美しい村・大玉村』
【基本構想】
　R3（2021）年度

　　　～R12（2030）年度

○共に支え合い、自尊心をもった人
○多様な個性を生かし、未来を切り拓く力をもった人
○あきらめない強い心と健康な体をもった人
○共生の心をもった人
○社会性・市民性をもった人

大玉村教育大綱・大玉村教育

ビジョン
【計画期間】

　R4（2022）年度
　　　～R12（2030）年度

施　策　目　標

(1)　幼・小・中が一貫した教育の推進 【響育】

(2)　地域ぐるみの学びのむらづくり 【共育】 施策目標とＳＤＧs

・毎年度の重点事務・事業
・第二次大玉村子ども読書活動推
進計画

・大玉村歴史文化基本構想

(3)　子どもの健やかな体づくりと地域ぐるみの
　　スポーツのむらづくり

【強育】 ○子どもたちのＳＤＧsの視点を

　踏まえた探究的な学びの推進

○ＳＤＧｓの視点を積極的に取り

　入れた施策の推進
(4)　ふるさと文化の振興 【郷育】

【響育】の主要施策 【共育】の主要施策 【強育】の主要施策 【郷育】の主要施策

４つの「育」を支える【基盤】づくり
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Ⅰ はじめに 

 １ 計画策定の趣旨 

   大玉村教育委員会は、教育基本法に基づき、大玉村の教育が目指すべき基本

的かつ総合的な構想として、平成２３年３月に「大玉村総合教育基本計画（大

玉村教育ビジョン）」を策定しました。また、令和４年２月に大玉村の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策として位置づけた「大綱」と併せて、

「第１期 大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン（以下「教育ビジョン」とい

う。）」を策定し、計画の推進を図ってきました。 

   現在の教育ビジョンが、令和１２年度に最終年度を迎えることから、「第五

次大玉村総合振興計画」の計画期間及び「第７次福島県総合教育計画」の策定

状況を勘案しながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び教育基本

法に基づき、本村の教育、学術及び文化の振興に関する目標や施策の根本的な

方針及び施策に関する基本的な計画を引き続き計画的に実施するため、この度

令和８年度から令和１２年度を計画期間とする「大玉村教育大綱・大玉村教育

ビジョン（後期計画）」を策定しました。 

   なお、教育ビジョンは、本村教育が目指すべき基本的かつ総合的な構想とし

て、意を同じくするものであることから、本村では教育大綱と一体として策定

しています。 

さて、現代は人口減少高齢化の進展、急速な技術革新、グローバル化の進展、

子どもの貧困や虐待などの社会的な問題の顕在化、地域間格差の拡大など著し

く変化しています。さらに、学習指導要領の着実な実施、デジタル・シティズ

ンシップ教育※（以下「DC 教育」という。）の推進、部活動の地域展開（移行）、

学校における働き方改革など教育に関する改革も急激に進められ、特色と活力

のある教育行政が望まれています。 

このような状況のもと、本村では「規模が小さいというスケールメリット」

を最大限に生かし、村民一人ひとりが、「みんなで支え、みんなで育て、みんな

が育つ大玉の教育」を合言葉に、計画の基本目標とする「『夢を育てる教育』、

おおたまに学び、世界とつながる人間の育成」を目指して各種事業、施策を進

めて参ります。 

 

   令和８年３月 

 

大玉村総合教育会議  大玉村長  押山 利一 

                      大玉村教育委員会 

                       教育長  渡辺 敏弘 

                       教育委員 齋藤 雄一郎  

                            須藤 綾子 

                            三村 浩史 

                            栁沼 順子  
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参酌 

２ 計画の位置づけと期間 

 （１）計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）計画期間 

教育ビジョンの計画期間は、令和４年度から令和１２年度までとしており、

この度令和８年度から令和１２年度までを後期計画として、見直しを実施し

ました。なお、次期計画については、令和１３年度から令和２２年度までの

１０年間を計画期間として「第２期 大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン」

を策定することとしています。 

また、今後の社会情勢等の変化に柔軟に対応していくため、計画期間中で

あっても、必要に応じて計画を見直すこととします。 

 

 

 

 

第五次大玉村総合振興計画 

『小さくても輝く 大いなる田舎 美しい村・大玉村』 

【基本構想】令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度 

【前期基本計画】令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度 

【後期基本計画】令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度 

【関係法律】 

○地方教育行政の組織及び運営

に関する法律 

○教育基本法 

○こども基本法 

※令和 5 年 4 月 1 日施行 

【国・県の計画】 

○第４期教育振興基本計画 

○第７次福島県総合教育計画 

教育関連計画等 

・毎年度の重点事務・事業 

・第二次大玉村子ども読書活動推進計画 

【計画期間】令和 4（2022）年度～令和 12（2030）年度 

・大玉村歴史文化基本構想【平成 29(2017)年度策定】 

大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン 

『「夢を育てる教育」おおたまに学び、世界とつながる人間の育成』 

～ みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ、大玉の教育 ～ 

【計画期間】令和 4（2022）年度～令和 12（2030）年度 

【前期計画】令和 4（2022）年度～令和 7（2025）年度 

【後期計画】令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度 
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 ３ 計画の進行管理 

本計画は、PDCA（「計画（Plan）」→「実行（Do）」→「評価（Check）」→

「改善（Action）」サイクルによる評価・改善を行い、適切な進行管理に努めま

す。具体的には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和２２年法律

第２５号）に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成のうえ、これを議会

に提出し公表するとともに、この点検・評価の結果を次年度以降の施策の改善

等に生かすよう努めます。 

 

ＰＤＣＡサイクルによる推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 大玉村の教育を取り巻く現状と課題 

 １ 教育を取り巻く現状 

   社会状況の変化として、少子高齢化が継続し、生産年齢人口の減少が加速す

ることが予想されています。 

産業構造では、第４次産業革命といわれる、IoT※やビッグデータ、人工知能

（AI※）等をはじめとする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変えて

いく超スマート社会（Society5.0※）の到来が予想されています。 

情報通信や交通分野での技術革新により生活圏が広がるとともに、世界の

国々の相互影響と依存の度合いは急速に高まっており、貧困や紛争、感染症や

環境問題、エネルギー資源問題など、地球規模の人類共通の課題が増大してい

ます。 

子どもの貧困は引き続き大きな課題となっています。家庭の社会経済的背景

と子どもの学力や４年制大学への進学率には相関関係がみられるとの指摘も

あります。令和２年初頭には新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、私

たちの暮らしに多大な影響を及ぼしました。感染拡大防止を図るため社会全体

で「新しい生活様式」への転換が進められ、テレワークの導入やオンライン会

議、学校における遠隔学習等、ICT※の整備と活用が急激に進みました。 

また、特に学校においては、ICT の活用、DC 教育の推進等を含めた新たな

学校教育のあり方について検討を進めて行く必要があります。 

教育をめぐる状況変化では、社会状況の変化等による幼児の生活体験の不足

等から、基本的な技能等が身に付いていないという課題が指摘されています。

PLAN 
計画を 

立案する 

DO 
計画を 

実践する 

CHECK 
指標を基に 

評価する 

ACTION 
計画を 

改善する 

関連計画や新たな指標への反映 
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小中学校の児童生徒の学力に関しては、学ぶことと自分の人生や社会とのつな

がりを実感しながら、自らの能力を引き出し、学習したことを活用して、生活

や社会の中で出合う課題の解決に主体的に活かしていくという面に課題があ

るとされています。 

   地域や家庭の状況について、地域コミュニティの弱体化が指摘され、高齢者

や困難を抱えた親子の地域での孤立化による家庭教育を行う上での課題が指

摘されています。 

   こうしたことから、これらの社会の大きな変化を受け止め、また、持続可能

な開発目標（SDGs※）をはじめとして社会の持続的な成長・発展を目標とする

国際的な政策の動向も踏まえ、今後どのような社会の未来像を描き、その実現

に向けて教育はどのような役割を担うべきかを明確にする必要があります。 

 

 ２ 国・県の動向 

  (1) 教育をめぐる国の動向 

    令和５年６月に、国では第４期教育振興基本計画が閣議決定されました。

第４期計画では、「２０２４年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り

手の育成」及び「日本社会に根差した Well-being※の向上」の２つのコンセ

プトを掲げ、５つの基本方針と１６の教育施策の目標、基本施策及び指標を

示しています。 

 

【５つの基本的な方針】 

１．グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

   ２．誰一人取り残さず、すべての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向

けた教育の推進 

   ３．地域や家庭で共に学び、支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

   ４．教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

   ５．計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

また、文部科学省に設置されている中央教育審議会にて、様々な教育

制度改革の提言がなされております。 

 

○ 平成３０年１２月、「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教

育の振興方策について」の答申がなされました。社会教育は個人の成長と

地域社会の発展の双方に重要な意義と役割を持つものです。人口減少や、

コミュニティの衰退を受けて、住民参画による地域づくりがこれまで以上

に求められる中、社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域

づくりの重要性は地方行政全体を通じてますます大きくなっています。住

民が生き生きとした生活を送るとともに、各地域住民の創意工夫による地

域づくりを進めることは、若者や地域外の人々にとっても、その地域に住

みたいという魅力につながります。 
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こうした時代の要請の高まりの中で、社会教育は社会に対してより開か

れたものとして、また、住民相互のつながりを提供する場として、新たな

展開を図ることが求められていると示されました。 

○ 令和３年１月、「『令和の日本型教育』の構築を目指して」の答申がなさ

れました。急激に変化する時代の中で２０２０年代を通じて実現すべき

「令和の日本型学校教育」の姿として、すべての子どもたちの可能性を引

き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現のための改革の方向性が

示されております。 

〇 令和５年４月、「こども基本法」が施行されました。すべてのこどもが幸

せな生活を送ることができる社会を目指して、その基本的な考え方をはっ

きりとさせ、国や都道府県、市区町村など社会全体で、こどもに関係する

取組「こども施策」を進めるためにつくられ、次の４つの原則が示されて

おります。 

 

【４つの原則】 

１．生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること） 

２．子どもの最善の利益（こどもにとって最もよいこと） 

３．子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること） 

４．差別の禁止（差別のないこと） 

  

  (2) 教育をめぐる県の動向 

     福島県では令和３年１２月に、令和４年度から令和１２年度までの９年

間を計画期間とする第７次総合教育計画を策定しました。 

計画では、東日本大震災後の取組により見えてきた、福島県が復興・創

生を果たし、個人と社会の Well-being を実現していくためには、「急激な

社会の変化の中でも、自分の人生を切り拓くたくましさを持ち、多様な個

性をいかし、対話と協働を通して、社会や地域を創造することができる人」

を育てていくことが不可欠であることです。そして、そのような人を育て

ていくためには、すべての子どもに必要な資質・能力を確実に育成するこ

とを目指し、一方通行の画一的な授業から、個別最適化された学び、協働

的な学び、探究的な学びへと変革すること（本計画では、これを「学びの

変革」と呼ぶ。）、多様性を力に変えていくことができる教育を実現すると

ともに、福島県で学ぶことで福島県に誇りを持つことができる教育を実現

していくことが必要です。こうしたことに鑑みれば、「子どもたち一人一人

に必要な力を確実に育成していく」ことこそが学校の役割であり、長時間

労働等によって教員の健康が損なわれ、授業準備や日々の研さん、研修に

時間を割くことができない状況に陥っている学校の在り方もまた変革して

いくことが必要です。 

     以上のように、画一的な授業から、個別最適な学び、協働的な学び、探

究的な学びへの変革をこれからの本県教育の柱としたとしています。 

     第７次福島県総合教育計画では、「福島県で育成したい人間像」を掲げ、
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3,555
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48.4%
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65歳以上

15～64歳

0～14歳

そのために必要な、自己と向き合う観点からの力、他者と向き合う観点か

らの力、社会と向き合う観点からの力を育むべく、「福島ならでは」の教育

の推進のため、これまでに実施してきた「福島らしさ」をいかした教育活

動を踏まえ、「『福島らしさ』をいかした多様性を力に変える教育」、「福島

で学び、福島に誇りを持つことのできる『福島を生きる教育』」を、SDGs

の視点を取り入れることを推進するとしています。    

 

３ 大玉村の教育を取り巻く現状     

（1）人口の推移と推計 

本村の令和７年１０月の現住人口（令和２年国勢調査をもとに転出入数

を足し引きした推計人口）は８，９３４人で、０～１４歳の構成比が１４．

２％、１５～６４歳が５６．４％、６５歳以上が２９．３％となっていま

す。令和６年６月の国立社会保障・人口問題研究所ワークシートをもとに

将来人口を推計すると、令和２２年には約８，５００人に、令和４２年に

は約７，３００人になるものと推計されています。 

 

 ○人口の推移と推計 
〔人口〕 

                    ←実績値 推計値→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔構成比〕 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：実績は国勢調査（令和７年は10月１日現在の福島県現住人口調査による。）令和12年以降は推
計値。端数処理の関係により合計が合わない場合がある。 
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 （2）就学前の子ども数の推移 

     就学前の子ども（０歳～５歳）の数は、新型コロナウイルス感染症流行

の影響もあり、令和３年度以降は減少しています。また、幼稚園在籍園児

もほぼ横ばいですが、人口の減少に比例し減少傾向にあります。 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（3）児童・生徒数の推移 

     本村では、小学校２校、中学校１校を設置しています。 

     令和３年度以降の児童生徒の推移をみると、大山小学校では、大山地区

への住宅建築が進み転入者が増加したことにより増加しており、玉井小学

校及び大玉中学校においては、ほぼ横ばい傾向にあります。また、令和８

年度から令和１２年度までの各校の入学予定者数を試算すると、今後は横

ばいから減少に転ずるものと推計されます。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

就学前（０～５歳児） 522 493 482 461 440

大山幼稚園在籍児 144 134 125 125 101

玉井幼稚園在籍児 145 143 131 134 138

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

大山小学校 238 252 266 277 281

玉井小学校 298 299 293 305 301

大玉中学校 258 254 282 258 263
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○小・中学校入学予定者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（4）児童・生徒の学力の状況 

     令和４年度から令和６年度までの全国学力・学習状況調査における本村

の小学６年生及び中学２年生の国語及び算数・数学の結果をみると、総じ

て全国平均・福島県平均をやや下回っています。 

     令和６年度の「教科に関する調査」から、小学校では、国語・算数とも

に全国平均より低く、令和５年度は全国との差は縮まりましたが、令和６

年度は逆に差が開いてしまいました。算数においては、下位層が多く、二

極化が見られます。中学校も、国語・数学ともに全国平均を下回っており、

上位層が少ない状況です。小・中学校の国語「読むこと」に課題があり、

登場人物の相互関係や心情などについて、描写を基に捉えることや人物像

を具体的に想像することが苦手です。「書くこと」に関しては令和５年度

より令和６年度は全国平均に近づきました。 

     小学校の算数では、令和５年度と同様に令和６年度は計算などの基本的

な内容の定着に課題があります。中学校の数学では図形領域に課題が見ら

れました。小中ともに「授業内容がよくわかる」と肯定的に答えている児

童・生徒の割合が全国平均を上回っていますが、学力の結果として表れて

いません。授業を理解しても、定着が不十分なようで家庭学習を継続的に

進めていく必要があります。 

また、「生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査」から、「自分と違う

意見について考えるのは楽しいと思いますか」の質問に対して肯定的な回

答が小・中学校ともに全国平均を大きく上回っています。各小中学校にお

いて、話し合い活動が活発に行われ、他の児童生徒の意見を聞くことがで

※令和 7年度（4月 1日現在）園児・児童・生徒在籍状況より推計。なお、令和 11、12 年度の 

 大山、玉井小学校の推計は令和 7年 4月 1 日現在の住民基本台帳数値より推計。 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

大山小学校 31 44 26 37 22

玉井小学校 39 54 45 44 37

大玉中学校 90 92 104 97 98
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きていると考えられています。 

「あなたの家には、およそどれくらいの本がありますか（雑誌、新聞、

教科書は除く）（１００冊以上と回答）」の質問に対して小・中学校ともに

全国平均を下回っており、全国と比較しても家庭での本の冊数が少ない結

果となりました。本の冊数と学力には相関関係が見られ、本の冊数が多い

家庭ほど学力は高い結果となっています。小さい頃から本に親しみ、読書

をすることが学力向上の一因となっていると考えられており、学校の図書

室やふるさとホールの図書館などを積極的に活用し、本に親しんでいく必

要があります。 

 

 （5）児童・生徒の体力・運動能力の状況 

     令和４年度から令和６年度までの全国体力、運動能力、運動習慣等調査

における本村の小学５年生及び中学２年生の体力合計点の経年変化をみ

ると、小・中学校共に年度ごとに差はあるものの、全国・福島県の平均と

比較して同程度となっています。 

     小学５年生の女子は、８種目中５種目で全国平均を上回り、特に「２０

ｍシャトルラン」や「立ち幅跳び」、中学２年生の男子は、「反復横跳び」、

中学２年生の女子は、「上体起こし」、「２０ｍシャトルラン」や「立ち幅

跳び」などで全国平均を大きく上回るなど、優れた結果が見られました。 

半面、小学５年生は男女ともに「長座体前屈」や「ソフトボール投げ」、

中学生の男子の「ハンドボール投げ」などで、全国平均を大きく下回って

おり、バランスが良くない結果となっています。 

さらに、肥満傾向の児童生徒の割合をみると、小学生の男女及び中学生

の女子では、肥満児傾向の割合が全国平均を上回っており、特に小学生の

男子は１０．５％と高い状況にあるなど、課題がみられます。 

意識調査では、小学生の男女ともに、「運動やスポーツが好きですか」

の質問に対して、肯定的な割合が全国・県平均より低くなっています。反

面、特に中学生の男子では、全国平均を上回っています。また、「１日の

睡眠時間が８時間以上」の割合が、中学２年生の男子以外全てで全国平均

を下回っている。特に小学５年生の女子は１０％以上下回っており、夜遅

くまで起きている傾向が見られます。 

 

 （6）児童・生徒の食に関する状況 

     令和３年度の「朝食について見直そう週間運動」のアンケート調査では、

「朝食摂取率」をみると、幼稚園は９８．９％、小学校は９９．１％、中

学校は９８．４％となっており、各園校で大きな差異は見られませんでし

たが、令和６年度では幼稚園が１００％となった一方で、小学校が９４．

８％、中学校が９６．１％とそれぞれ大きく減少しています。   
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○朝食の摂取率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （7）読書の状況 

あだたらふるさとホール図書館及び大山公民館を合わせた図書貸出冊

数はコロナ禍の令和２年度を境に減少しています。貸出図書のうち児童図

書が大半を占めており、これは、おはなし会の開催やボランティアの協力、

学校司書の配置、さらには、平成２９年に配布した「家族おススメ図書

１００選」など、地域、家庭、学校における子どもへの読書活動推進の成

果である一方、電子書籍普及の影響もあり、中高生や成人層の利用は少な

くなっています。 

移動図書館（あだたら号）の両小学校への運行についても同様に貸出冊

数が減少しており、子どもたちの読書活動の推進が課題となっています。 

     本村教育委員会が、令和２年に小学校の５・６年生及び中学校の１・２

年生を対象に実施した「子どもの読書に関するアンケート調査」では、読

書は「好き・どちらかといえば好き」と答えた子どもの割合が、前回調査

の平成２４年より、小学生で△１０．７％、中学生で△５．６％と減少し

ています。テレビやゲーム、情報機器の普及などへの興味関心が高く、読

書に対する意識の低下がみられます。 

     また、１か月の読書冊数では、小学生が０冊及び１～２冊と答えた子ど

もの割合が増加し、３～１０冊、１１冊以上は減少しています。理由とし

ては、「ゲームがしたい」や「テレビや動画配信が見たい」などの意見が

多く、読書離れが見受けられます。中学生では、小学生に比べ冊数が全体

的に少なく、理由として「勉強（塾）や部活動が忙しく、読みたいけど読

めない」が最も多い理由でした。しかしながら、９～１０冊、１１冊以上

と答えた子どもは前回より増加しており、読む人と読まない人の差が大き

くなっています。一方で、読書の良さや大切さを問う質問では、小学生・

中学生共に「楽しいから」と答えた子どもの割合が大きく減少し、小学生

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

幼稚園 98.9 99.3 98.4 100.0

小学校 99.1 98.1 98.5 94.8

中学校 98.4 95.9 97.5 96.1
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は、「考える力がつく」、「国語の力がつく」、中学生では、「知らないこと

がわかる」、「国語の力がつく」と答えた子どもの割合が増加していること

から、学習面で大切な役割を果たしていると考える子どもが増えているこ

とがわかります。 

     学校以外の図書館（移動図書館・大山公民館・あだたらふるさとホール）

の利用状況では、小学生・中学生共に利用頻度は減少しています。これは、

学校司書配置による学校図書館の環境整備の充実が要因として考えられ

ますが、図書館等の環境整備は、移動図書館（あだたら号）の老朽化によ

る維持管理や大山公民館図書室の拡充などが大きな課題となっています。 

さらに、保護者へのアンケートでは、子どもの読書活動を「大切に思う・

少し思う」と答えた保護者が、前回調査よりわずかに減少しているものの、

９８．４％の保護者が読書の大切さを認識しているとともに、「今後読むよ

うになってほしい」と答えた保護者が８７．９％とわずかではありますが

増加していることからも、多くの保護者が読書を必要と認識していること

が伺えます。これらの結果から、子どもに読書の楽しさを実感させ、生涯

にわたる望ましい読書習慣を形成させるためには、家庭、地域、学校がそ

れぞれの役割や責任を明確にし、社会全体で取組を進めて行くことが重要

です。また、学校図書館や公共図書館の整備・充実とより一層の利用啓発

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 （8）生涯学習施設等の利用状況 

     主な生涯学習施設の利用者数について、改善センターは増加傾向にあり

ますが、あだたらふるさとホール及び大山公民館は、ほぼ横ばい状況にあ

ります。なお、大山地区に生涯学習及び地域コミュニティの拠点施設とし

ての公民館や地域子育て支援センターの機能を併せ持った「（仮称）大玉

村子育て支援センター」の設置を進めていますので、今後は新たな施設と

既存施設の有効利用を図るため、各種生涯学習事業の積極的な取組ととも

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ふるさとホール 10,108 8,571 7,536 7,163

大山公民館 12 11 6 30

移動図書館 4,409 3,789 3,132 3,062
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に、自主的なグループの育成が必要と考えられます。 

     また、ライフステージに応じた生涯学習講座の提供や、自主学習グルー

プの育成・支援、高齢者と児童の交流など、様々な事業を展開しています。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （9）コミュニティ・スクールの状況 

     学校と地域が一体となり進めるコミュニティ・スクールは、家庭や地域

の意見を学校運営に生かすための「学校運営協議会」を持つ学校のことで、

大玉村では平成２３年４月より導入し、各種事業において学びの循環の成

果が表れています。また、おおたま学園コミュニティ・スクール委員会に

おいて、協議した内容を、幼・小・中が一体となって取り組むことで、学

校運営の支援を行っています。 

 

 （10）地域協働活動の状況 

     平成２１年度より、学校を支援するための「学校支援」、体験活動や放

課後の見守りのための「放課後子ども教室」の活動が始まり、平成２９年

度からは、「連携・協働活動」、「家庭教育支援」、「学習支援」が新たに加

わり、学校・家庭・地域と連携・協働による「地域とともに歩む学校」「学

校を核とした地域づくり」を目指し、地域学校協働活動に取組んでいます。

主な事業として、小学生における放課後の安全・安心な居場所を提供しな

がら、様々な体験活動を実施している放課後子ども教室の参加児童数は、

ほぼ横ばいで推移していますが、ボランティアの参加延べ人数はコロナ禍

で大きく減少しましたが、その後は年々増加しています。 

また、学校・家庭・地域が一体となって学校教育に対する支援をし、地

域ぐるみで子どもを育てる学校支援ボランティアでは、ボランティアの

参加延べ人数は増加していますが、登録者は減少傾向にあります。 

なお、いずれの事業にもコーディネーターを配置し、従来から実施して

いる事業の充実・強化が図られています。さらに、土曜日・長期休業中の

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

改善センター 15,379 20,093 21,499 24,633

大山公民館 5,691 7,573 7,131 6,528

ふるさとホール 6,144 4,814 5,176 4,957
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学習支援活動として、中学３年生を対象にした「共に学ぶ『おおたま未来

塾』」、小学生では「おおたまっ子学び舎塾」を実施し、地域ぐるみの学習

支援が行われています。   

    

   ○放課後子ども教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

○学校支援ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  （11）スポーツ施設の利用状況 

 村民運動場及び村民テニスコート、村民屋内運動場の利用者はコロナ禍

の影響も少なくほぼ横ばいですが、村民体育館・村民プールの利用者はコ

ロナ禍の屋内活動の自粛に伴う減少から、徐々に増加傾向にあります。 

なお、各施設ともに建築から数十年経っており施設の老朽化による修繕

の増加や、ハロゲンランプの製造終了に伴う各施設の LED 化などの問題

もあり、計画的な施設の更新が課題となっています。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

参加児童数 80 73 74 69 80

ボランティア延べ人数 183 86 170 229 251

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

登録者数 110 104 110 125 95

参加延べ人数 350 414 389 400 464
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（12）おおたまスポーツクラブ会員数等の状況 

おおたまスポーツクラブの会員数は多少の増減はありますがほぼ横ば

いで推移しています。しかしながら、活動延べ人数は、年々増加していま

す（令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少）。 

これらは、ゴルフ等の新たな活動種目の増加に伴うものと考えられて

います。今後はより多くの方々に活動に親しんでもらうため、個々のサー

クルの会員増加につながる、魅力ある活動・イベントの開催が必要となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

会員数 402 363 397 399

活動延べ人数 5,036 6,156 7,726 8,403
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

おおたまスポーツクラブ会員数及び活動延べ人数の状況

会員数 活動延べ人数

単位：人 

※令和 4年度の村民体育館は、修繕工事に伴う利用できない期間あり。 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

村民運動場 16,240 14,870 15,760 15,795

村民体育館 6,789 756 8,430 9,940

屋内運動場 6,192 7,734 8,012 7,697

村民プール 14,851 8,691 15,856 18,178

村民テニスコート 6,699 6,824 6,672 6,251
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  （13）文化・芸術活動の状況 

村内では、生け花、絵手紙、茶道、カラオケ、コーラス、詩吟、手話、

書道、川柳、大正琴、舞踊、スポーツ民踊、フラダンス、民謡、よさこい、

合奏部による音楽活動など様々な活動が行われており、毎年、文化祭や各

団体の発表会などでその成果が発表されています。 

なお、文化祭の出品数は増加していますが、入場者数は年々減少してい

ます。より多くの方が文化・芸術活動等に親しんでもらうため、魅力ある

文化祭の開催が求められています。       

また、著名人の講演会や音楽家のコンサート等の開催により、村民が優

れた文化・芸術に触れる機会の提供にも努めています。文化のつどいの開

催回数は年２回に定着していますが、入場者数は事業内容により増減があ

ります。プチミュージアム公演も同様の傾向があり、村民ニーズの把握や

公演活動団体の活性化が課題となっています。 

令和５年度より公民館が主体となる「おおたま合奏部」が新設され、ふ

くしま駅伝大玉村チーム結団式での演奏や、定期演奏会など村民が気軽に

音楽活動ができる仕組みが整えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （14）文化財の状況 

本村には、国指定天然記念物の「馬場ザクラ」をはじめとして、県・村

指定を合わせて２１件の指定文化財（大玉村指定文化財一覧参照）が所在

しています。また、遺跡（埋蔵文化財包蔵地）は９３か所あり、ほぼ村全

域に分布しています。 

指定文化財の保護と保存は、保存会や所有者が行っていますが、さらに、

地域住民や氏子たちもその役目を担っています。 

また、埋蔵文化財については、確認調査等を実施して適切に保護してい

ます。 
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

講演会やコンサート等の開催状況

プチミュージアム入場者数 文化のつどい入場者数

単位：人 

 

※令和 2、3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

開催回数 ー ー 2 2 2

入場者数 ー ー 364 208 454

開催回数 ー ー 1 2 1

入場者数 ー ー 16 93 30

文化のつどい

プチミュージアム
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４ 大玉村の教育を取り巻く背景と主要課題 

これまで進めてきた『響育』、『共育』、『強育』、『郷育』の取組み状況及び本

村の主な教育課題について、以下のように整理しました。 

 

  （1）人・自然・地域とつながり、互いに響き合い、高め合う響育 

◆ 本村では、「人は活力の源」を村政の基本方針として教育に力を入れ、先駆

※国指定天然記念物「馬場ザクラ」については、現在指定解除準備中です。         令和 8年 2月 1日現在 

○大玉村 国・県・村指定文化財一覧 

№ 区分 指定年月日 種 別 文 化 財 名 称 所 在 地

1 国 昭和11年12月16日 天然記念物 馬場ザクラ 玉井字石橋

2 県 平成元年 3月22日 史跡 二子塚古墳 大山字二子塚

3 県 平成 9年 3月25日 史跡 傾城壇古墳
大山字愛宕
二本松市字峠

4 村 昭和46年 3月25日 史跡 温石古墳 大山字荒池

5 村 昭和49年 9月 4日 名勝 玉の井 玉井字南町

6 村 昭和50年 3月20日 無形民俗文化財 本揃の田植踊 玉井字本揃

7 村 昭和50年 3月20日 有形文化財 鉄造観音菩薩立像
玉井字西庵
あだたらふるさとホール

8 村 昭和50年 3月20日 有形文化財 薬師如来三尊像 玉井字南町

9 村 昭和52年 7月14日 天然記念物 十楽院のカヤ 玉井字馬喰内

10 村 昭和55年 5月16日 無形民俗文化財 神原田神社十二神楽 大山字六社山

11 村 昭和59年12月 5日 有形文化財 日枝神社三十六歌仙絵馬 大山字上ノ台

12 村 平成 2年 4月12日 無形民俗文化財 玉井二区太鼓台運行 大玉二区

13 村 平成 7年12月 1日 有形文化財 相応寺薬師堂十二神将 玉井字南町

14 村 平成21年 7月 1日 天然記念物 相応寺のしだれ桜 玉井字南町

15 村 平成26年12月22日 有形文化財 神原田神社の絵馬 大山字六社山

16 村 平成26年12月22日 有形文化財 玉井神社の三十六歌仙絵馬 玉井字午房内

17 村 平成26年12月22日 有形文化財 天王下八坂神社の三十六歌仙絵馬 玉井字天王下

18 村 平成29年 8月17日 有形文化財 木造徳溢大師坐像 玉井字南町

19 村 平成29年12月14日 史跡 戰死三十一人墓 玉井字権現目

20 村 令和 5年 5月18日 有形文化財 福島県民会規則
玉井字西庵
あだたらふるさとホール

21 村 令和 6年12月19日 有形文化財
小名倉山の「石造大日如来坐像」及び
「石造龍樹菩薩坐像」

玉井字小名倉山
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的な教育の在り方を常に探りながら、「おおたま学園構想」と「コミュニテ

ィ・スクール推進事業」を施策の大きな柱として位置づけ、両者を連携させ

ながら大玉の教育を推進しています。 

◆ 「おおたま学園」は、村内の幼稚園・小・中学校を幼・小・中一貫的教育

校と考え、「発達の『縦軸の広がり』」を大切にして教育を行う仕組みです。 

村内の全教職員で「おおたま学園」を組織し、授業研究をはじめ、幼小連

携、小中連携など子どもの学び、育ちを一貫して支援する取り組みを実践し

ています。 

◆ 特に、本村の教育の特色として、幼稚園は小学校と併設されており、入学

する子どものほとんどが、この幼稚園で学んでいることが挙げられます。 

平成３０年から３年保育もスタートし、子どもの発達の特性や連続性を踏

まえた一貫した教育体制の充実が求められています。 

◆ 学習指導要領においては、初めて「情報活用能力」を学習の基盤となる資

質・能力と位置付け、教科等横断的にその育成を図るとともに、その育成の

ために必要な ICT 環境を整え、それらを適切に活用した学習活動の充実を図

ることとしています。情報教育や教科等の指導における ICT 活用など、教育

の情報化に関わる内容の一層の充実が求められています。また、超スマート

社会（Society5.0）に対応するために、GIGA スクール構想のさらなる推進

と情報モラルを含む DC 教育の推進と充実が求められています。 

 

  （2）子どもも大人も、学び合い、育ち合う共育 

◆ 本村では、平成２３年度から村内の全校園を「コミュニティ・スクール」

に指定し、地域の人々の理解と協力を得た学校運営と地域人材の積極的な参

画により「地域と共に歩む学校づくり」を進めています。さらに、平成２１

年度からは、地域が学校を支援する活動として「学校支援活動」、「放課後子

ども教室」をはじめ、平成２９年度には、県のモデル地区の指定を受け「地

域学校協働活動」に積極的に取組んでおり、「学校・家庭・地域の『横軸の広

がり』」により、保護者や地域住民が、学校を身近に感じながら活動を支援し、

子どもたちと共に学ぶ姿を日常的に見ることができます。 

◆ 心の豊かさが求められる時代状況の中で、生きがいや自己実現などにつな

がる生涯学習活動へのニーズが一層高まっています。 

◆ こうした要請から、大玉村農村環境改善センター等を拠点に、各世代や学

習ニーズに応じた学習講座の開催や、「ふれあいセミナー」などの自主学習グ

ループへの支援などを通じて村民の学習を支援してきました。 

特に本村では、学校・幼稚園行事と連動した「子育て講座」による家庭教

育支援、小学生が自然・歴史・科学などを体験しながら学ぶ「わんぱく広場」

や「おおたまっ子学び舎塾」、県内の大学等の協力のもと中学３年生を対象と

した「共に学ぶ『おおたま未来塾』」の開催、新成人者自らが実行委員会方式

により実施する「おおたま二十歳のつどい」などの青少年教育、さらに高齢

者を対象とした「おおたま生き粋大学」など、年代の切れ目がない社会教育

に力を入れています。なお、各事業共に参加者の確保が課題となっています。 

◆ 子どもが読書に親しむ環境を充実させるため、家庭、地域、学校等と連携

し、幼児健診での「ブックスタート事業」や「おはなし会」、両小学校への移
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動図書館車の運行などの取組を行ってきました。 

今後は、「子どもの読書活動アンケート」の結果にもあるとおり、子どもの

読書離れの深刻さの解消に向けた、事業展開が課題となっています。 

◆ 今後も、引き続きこうした取組を推進し、村民一人ひとりが学び、輝き続

ける社会の実現に向けた施策の促進と、村民一人ひとりが学習した成果を活

かしその成果を地域に還元させる施策（学びの還元と循環）が求められてい

ます。 

 

  （3）心身共に健康で、たくましく、未来を切り拓く強育 

◆ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果から、長期的・継続的視野に

立って、学校の教育活動全体での体育への取組の充実と併せ、運動への興味・

関心を高め、楽しさを味わうことのできる授業の充実、学校と家庭、地域が

連携した基本的生活習慣の改善と自ら運動する意識の向上といった、体力向

上に向けた手立てを講じることが必要不可欠です。 

◆ スポーツは、体力向上や健康づくりだけでなく、達成感や人と人とのつな

がりなど、心身両面に豊かさをもたらします。定期的に運動する機会の減少

が指摘される中、健康志向の高まりとともに、スポーツに関する様々なニー

ズがある中で、子どもたちの健全な成長や多様な世代の交流のため、年齢や

運動能力等を問わず誰もが生涯にわたってスポーツに親しむとともに、多様

な世代が交流することができる環境づくりが求められています。 

◆ こうしたことから、本村では、スポーツ教室、イベントの開催・開催支援

や、スポーツ少年団やスポーツ協会加盟団体、おおたまスポーツクラブの支

援などを通じて、村民のスポーツ活動を活性化し、村民主体のスポーツ振興

のむらづくりを進めています。 

また、各体育団体間の連携強化と、将来的な部活動改革に伴う支援体制づ

くりについて具体的な方策の調査、検討が求められています。 

◆ より多くの村民がスポーツ活動を継続し、健康づくりや生きがいづくりに

つなげるとともに、スポーツを通じて村民の交流と村の活性化が図られるよ

う、スポーツ推進委員が中心となってスポーツの振興を図っていくことが求

められています。 

 

  （4）ふるさとを大切にし、伝統や文化を継承し、さらに新しい文化を創る郷育 

◆ 本村には、国指定天然記念物の「馬場ザクラ」や、県指定史跡の「二子塚

古墳」、「傾城壇古墳」、村指定無形民俗文化財の「本揃の田植踊」、「神原田神

社十二神楽」など、有形・無形の文化財が数多く残っています。村では、保

存会などによる保存活動が行われるとともに、「あだたらふるさとホール」で

の年中行事再現事業や「森の民話茶屋」での民話伝承活動、平成２４年の「図

説 大玉の歴史」の発行や平成２９年の「大玉村歴史文化基本構想」の策定、

令和２年発刊の『おおたま学』の活用により、地域の歴史や文化の伝承・活

用に努めています。 

◆ 村内の国・県・村指定文化財の保存・継承は、所有者や保存会等の協力の
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もと適切に行われています。今後さらに、貴重な歴史文化、伝統文化等の未

指定の「おおたま遺産」※を文化財として登録あるいは指定することにより、

後世への保存・継承を推進し、住民の郷土意識を醸成することが求められま

す。また、村文化財調査委員を中心に村民が未指定の「おおたま遺産」を見

出し、村文化財保護審議員会の理解を得て、文化財の登録・指定をし、所有

者や保存会等の保存・継承の支援が必要になります。 

◆ 村民の文化活動については、様々な活動が精力的に行われており、毎年、

文化祭などでその成果が発表されています。著名人・芸術家のコンサート等

の招致などにより、村民が優れた文化・芸術に触れる機会の提供にも努めて

います。 

◆ 今後もこうした文化事業の推進により、ふるさと文化の振興を図っていく

ことが求められています。 

 

Ⅲ 目指すべき教育の姿 

 

 １ 基本目標 

 

 ２ 目指す人間像 

   「『夢を育てる教育』おおたまに学び、世界とつながる人間」を育成するに

あたっては、先に述べた大玉の教育の主要課題を踏まえ、目指す人間像を次の

ように設定しました。 

「夢を育てる教育」おおたまに学び、 

世界とつながる人間の育成 

   ～ みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ 大玉の教育 ～ 

 

小さいというスケールメリットを生かし、村民一人ひとりがつながり、共に支え

合い、学び合って、夢や生きがいのもてる豊かな人生を送ることができるよう、学

校・家庭・地域が協働していくこと（「みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ」）

が大切です。教育を担うのは学校だけではありません。家庭での教育、地域社会で

の教育がそろってこそ、次に掲げる目指す人間像が具現化されるものと考えていま

す。 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を核として子どもたちに豊かな学び

の場と機会を提供し、大きな夢と世界につながる豊かな人間性や社会性及び思考力・

判断力・表現力を育てましょう。 

  さらに、学校を核とした地域づくり（「スクール・コミュニティ」）を推進し、子

どもも大人も学び合い、育ち合う、「共に学び合う」関係をつくっていきましょう。 
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◇ 共に支え合い、自尊心をもった人（自分を愛し、他人を愛せる人） 

◇ 多様な個性を生かし、未来を切り拓く力をもった人（社会の持続的な発展

を牽引するための多様な力を発揮し、社会や地域を創造することができる人） 

◇ あきらめない強い心と健康な体をもった人（夢や生きがいをもち、健康で

生き生きと暮らす人） 

◇ 共生の心をもった人（様々な人と適切なコミュニケーションをとることが

でき、思いやりをもって接することができる人、自然を愛し大切にできる人、

男女共生社会の実現を目指す人） 

◇ 社会性・市民性をもった人（社会的な規範を重んじ、社会を良くするため

に積極的に行動することができる人） 

 

 ３ 施策目標 

 （1）幼・小・中が一貫した教育の推進【響育】 

 

「おおたま学園」による、幼・小・中の一貫的教育をさらに充実させ、子

どもの学び、育ちを一貫して支援していくことにより、進んで多くの人とつ

ながり、互いに学び合うことを通して、社会生活で必要な知識や技能はもち

ろん、未知の状況にも主体的に対応できる諸能力を育成し、豊かな人間性や

社会性を身に付けた人を育てます。 

また、地域の特色を生かした多様な学びの創造と、子ども一人ひとりの個

性を伸ばすきめ細かな教育を推進するとともに、安心して学べる教育環境づ

くりに努めます。 

さらに、学習指導要領で学習の基盤となる資質・能力と位置付けられた「情

報活用能力」について、教科等横断的にその育成を図るとともに、プログラ

ミング教育※や DC 教育等を推進していきます。 
 

 （2）地域ぐるみの学びのむらづくり【共育】 

 

 

 

「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の一体的な取組を強

化し、家庭・地域と連携・協働による「地域と共に歩む学校」づくりを推進

します。 

また、世代を超えた交わりの中で、共に支え合い、共に学び、共に育つ教

育を推進し、生きがいのための学びはもとより、学びの成果を社会に還元し、

活躍するという循環の実現に努めます。 

各生涯学習施設は、本村の重要な住民活動拠点・内外との交流拠点という

認識のもと、長寿命化・更新といった総合管理を適正に進めます。 

◇◇めざす姿◇◇ 

人・自然・地域（郷土）を大切にし、夢を持ち、困難にくじけずに未

来を切り拓いていけるたくましい子どもたちが育っている 

 

◇◇めざす姿◇◇ 

子どもから高齢者まで、地域ぐるみでお互いの学びを支え、みんなで

学び合い、みんなが育っている 
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 （3）子どもの健やかな体づくりと地域ぐるみのスポーツのむらづくり【強育】 

夢の実現に向かってねばり強く取り組む、豊かで強い心と、たくましい身

体を持った人を育てます。また、生涯にわたってスポーツに親しみ、心身と

もに健康で豊かな生活を送ることができる環境をつくります。 

 

 （4）ふるさと文化の振興【郷育】 

 

有形・無形、指定・未指定の文化財「おおたま遺産」の保護と保存、活用

を推進し、ふるさとに愛着をもち、伝統を守り引き継ぐ人を育てます。 

また、積極的に新たな文化活動に取り組むことができる文化・芸術活動の

振興を図ります。 

 

 （5）４つの『育』を支える【基盤】づくり 

    おおたまの教育を支える基盤づくりのため、学校評価による学校経営・運

営の充実と事務事業の点検評価などによる教育委員会機能の充実、改善を図

ります。 

    また、教職員の学び合いを推進し、資質・能力の向上に向けた研修の充実

を図るとともに、教職員の働き方改革を推進し、児童生徒と向き合う時間の

確保や積極的な自己研さん等によって、質の高い教育活動を展開し、学校全

体の教育力を高めます。 

   さらに、多様な学びを支援する人材を育成するとともに、地域人材の参画

により、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えます。 
 
 （6）施策目標と SDGs 

    SDGs（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない」持続可能でより

よい社会の実現を目指す世界共通の目標です。貧困や環境問題の解決、健康

と福祉、平和な社会づくりなど１７のゴール（目標）と１６９のターゲット

（指標）から構成され、特に教育分野では、「質の高い教育をみんなに」を

ゴール４に掲げ、すべての人に包摂的かつ公正で質の高い教育を提供し、生

涯学習の機会を促進することを定めています。 

    これらの目標を達成するためには、すべての国や地域、自治体や企業、大

学等の多様な関係者、そして一人ひとりに至るまで、すべての人の行動が求

められている点が SDGs の大きな特徴です。 

◇◇めざす姿◇◇ 

村民一人ひとりがふるさとを大切にし、伝統や文化を継承するととも

に、ふるさとに根ざした新しい文化が育まれている 

 

 

 

 

◇◇めざす姿◇◇ 

子どもから高齢者まで、地域ぐるみでスポーツに親しみ、心身共に健

康で、たくましく、未来を切り拓く人が育っている 
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    これは本村の目指すべき教育の姿に通ずるものであり、子どもたちの

SDGs の視点を踏まえた探究的な学びを推進するとともに、施策目標の実現

にあたり、常に SDGs の視点を積極的に取り入れた施策の推進に取り組み

ます。 

 

４ 主要施策 

 （1）幼・小・中が一貫した教育の推進【響育】 

関連ＳＤＧｓ 

目標４              目標５ 

質の高い教育をみんなに      ジェンダー平等を実現しよう 

 

目標１３                           目標１５ 

気候変動に具体的な対策を           陸の豊かさも守ろう 

    目標１６ 

平和と公正をすべての人に 

   

 

 

 

 

項  目 
令和２年

度実績 

現況値 

（令和 6 年）  

令和 12 年

度目標値 

出  典 
関連施策 

村立幼稚園の入園率 93% 98% 98% 村有データ ①－イ 

CEFR-A1 レベル（英

検３級レベル）相当以

上の中学３年生の割

合 

25.3% 

（Ｒ元年度） 
10.5% 50% 

国が実施する

英語教育実施

状況調査 

②－ア 

②－イ 

「自分にはよいとこ

ろがある」と思う児童

生徒の割合 

小 83.5% 

中 82.4% 

（Ｒ元年度） 

小 79.4% 

中 83.5% 

小 85% 

中 85% 

全国学力学習

状況調査 
②－ア 

英語専科教員の人数 1 人 1 人 1 人 村有データ ②－イ 

外国語指導助手等の

人数 
3 人 3 人 3 人 村有データ ②－イ 

個別の教育支援計画

と個別の指導計画の

策定率 

100% 100% 100% 

特別支援教育

体制整備状況

調査 

②－エ 

スクールソーシャル

ワーカーの人数 
1 人 1 人 1 人 村有データ ③－カ 

スクールカウンセラ

ーの人数 
1 人 2 人 3 人 

村有データ ③－カ 

小さな親切実行章の

受賞者数 
45 人 45 人 50 人 

村有データ ③－ク 
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① 「おおたま学園」のより一層の推進 

「おおたま学園」により、各校・園の役割と独自性を大切にしながら、また、子

どもたちを中心に据えた校種を超えた教師の学び合いのもと、「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向け「社会に開かれた教育課程」を編成し、保育・授業研究会や

各校・園の交流等を積極的に行い、実施・評価・改善を進めます。 

また、平成30年からスタートした３歳児からの３年保育の効果検証を進めながら、

さらなる幼児教育の充実を図ります。 

 

ア 幼・小・中一貫的教育推進事業 

「おおたま学園」幼・小・中一貫的教育   

構想による縦のつながりと「コミュニテ

ィ・スクール」による学校・保護者・地域

の横のつながりを基盤に、未来を担う子ど

もたちが知・徳・体のバランスのとれた資

質・能力を育む教育を推進し、幼稚園から

小学校、小学校から中学校への円滑な接続

に努めます。そのために学び続ける教職員

の主体的な研修を支援し、新しい時代の教

育に対応できる教職員の資質向上に努め、

教育課程や授業の改善・充実を図ります。 

また、親和的な学級集団づくりや個に応じたきめ細やかな教育の充実など、安

心して学べる教育環境づくりを進めます。 

 

  イ 幼稚園教育の充実 

     幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに

かんがみ、幼稚園における３歳児からの３年保育を充実し、生き抜く力の基礎と

なる資質・能力の育成に向け、幼稚園教育段階から非認知能力※を伸ばす教育を

推進します。 

     そのために幼児の主体的な活動を促す教育活動や教育環境等をさらに充実し

ます。また、幼児教育で育まれた資質・能力を小学校以降の教育につなぐ上で大

切となる「架け橋プログラム※」や「アプローチ・スタートカリキュラム※」等を

充実し、一人ひとりの育ちを大切にした教育を推進します。 

 

② 個を伸ばし、確かな学力を育む教育活動の充実 

子どもたちの「生き抜く力」を育むために必要な資質・能力である、生きて働く

「知識・技能」、未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」、学びを

社会や人生に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の資質・能力を育成す

ることをめざし、「ふくしまの授業スタンダード」や「おおたま版家庭学習スタンダ

ード」を活用した授業・家庭学習の充実を図るとともに、全国学力・学習状況調査

やふくしま学力調査の結果をもとに、個に応じた指導をきめ細かく行うことにより、

確かな学力を育みます。 

また、国際化時代をたくましく生き抜く人材の育成を図るため、外国語専科教員※

や外国語指導助手による外国語教育の推進・充実に努めるとともに、今後到来が予

《ふれあいフェスタ・昔遊び》 
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想される超スマート社会（Society5.0）に柔軟に対応するため、情報活用能力の育

成を目指し、プログラミング教育や ICT を活用した教育等のさらなる充実と情報モ

ラル教育を含む DC 教育の推進と充実に努めます。                                     

さらには、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に尊重し合いながら共

に学ぶことのできる環境を確保するとともに、障がいのある子ども一人ひとりの教

育的ニーズに応じた合理的配慮を提供し、きめ細やかな指導の充実を図ります。   

   

ア 学力向上推進事業  

おおたま学園オープンスクールの開催に

より「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業の質的改善や指導力の向上

を図ります。全国学力・学習状況調査やふ

くしま学力調査の結果を詳細に分析し、

個に応じた指導の一層の充実を図りま

す。おおたま版「家庭学習スタンダード」

の活用により、「自己マネジメント力※の

育成」につながる家庭学習を積極的に推

進します。また、「おおたま未来塾」等の

地域学校協働活動の活用に努めます。 

 

イ 外国語教育推進事業 

外国語による言語活動を充実し、コミュニケーションを図る資質・能力を育成

するために、外国語専科教員の配置により外国語教育の充実を図り、小学校、中

学校それぞれの学びの充実や円滑な接続に努めます。 

また、外国語指導助手との T・T※による授業を充実し、外国語の音声や表現に

十分に慣れ親しませ、実践的なコミュニケーション能力の育成や多文化理解を促

進します。 

 

ウ ＩＣＴ活用推進事業 

GIGA スクール構想※の実現に向け、タブ

レット端末等の ICT 機器等を積極的に活用

した授業（プログラミング学習を含む）の実

践による、児童生徒の情報活用能力の育成を

図ります。そのため、ICT 支援員の配置によ

る学習支援や研修の実施などにより教員の

指導力向上に努めます。 

併せて、インターネットや SNS 等の活用

の低年齢化が進んでいることを踏まえ、情

報社会で適正な活動を行うための基礎とな

る考え方や態度を育む情報モラル教育を含

む、DC 教育の推進と一層の充実に努めます。 

また、教職員の児童生徒と向き合う時間の確保と、児童生徒情報の共有によるき

め細かな指導の充実、さらに教職員の多忙化解消を図るため、統合型校務支援シ

ステム※の効果的な活用を図ります。    

《オープンスクールの様子》 

《タブレット端末を利用した授業》 
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《ふれあいフェスタ・小中学生の交流》 

 

エ 特別支援教育推進事業 

     園児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな個別の教育支

援計画や個別の指導計画を作成、活用し、学校間での情報共有や引継ぎにより切

れ目のない支援体制を構築します。 

特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の整備が図られるよ

う、特別支援教育に関する研修の充実に努めます。 

特別な支援を必要とする園児・児童・生徒が、充実した学校生活を送るための

支援員を配置します。 

また、進路相談などの保護者との相談体制の充実に努めるなど、家庭・学校・

地域が一体となって支援します。 

 

③ 体験活動の充実と道徳・人権・平和教育の推進 

子どもたちを取り巻く地域や家庭の環境、情報環境等が劇的に変化し、直接体験

を通じて感性を高める機会が限られる中、地域の大人や異年齢・国外や県外の子ど

もたちとの交流、郷土を学ぶ体験活動、自然体験活動、職場体験活動など、充実し

た体験活動を通して、地域への愛着や誇りを醸成するとともに、豊かな人間性や社

会性の育成に努めます。 

また、「道徳科」を要として、困難や失敗を乗り越える強い意志や他者への思いや

り、生命の尊重等を育む道徳教育の充実を教育活動全体を通して図るとともに、人

権教育、平和教育の一層の推進を図ります。 

さらに、スクールソーシャルワーカー※、スクールカウンセラー※を積極的に活

用し、学校・家庭・地域の人々が相互に連携し、児童・生徒の悩みの改善・解決に

つなげていきます。 

 

ア 体験活動推進事業 

特別活動や総合的な学習の時間などにお

いて、子どもたちの発達段階に応じた体験

活動や幼小、小小、小中の交流活動の充実を

図ります。学校、家庭、地域が連携・協働し、

一体感を育む学校行事を実施します。 

 

 

 

 

   イ 道徳教育推進事業 

     「道徳科」の趣旨を生かした授業の質的転換を図ります。道徳教育推進教師を

中心とした全教職員共通理解に立った道徳教育を推進するとともに、家庭や地域

との連携を図りながら道徳性の育成を図ります。 
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《台湾大竹國民中學との交流》 

   ウ 人権・平和教育推進事業 

 一人ひとりの児童生徒がその発達段階に応じ人

権の意義・内容や重要性について理解し、自他の人

権を守ろうとする意識や実践意欲を育成するとと

もに、多様性や人権が尊重される社会づくりに向け

た行動につなげることができるよう、「人権作文コ

ンテストへの参加奨励」や「人権フォーラムの開催」

等を推進し人権教育の充実を図ります。また、「広

島平和記念式典」へ児童生徒の代表を派遣するとと

もに、その研修成果を他の児童生徒や地域等に発信

し平和教育の充実を図ります。 

 

 

 

エ キャリア教育推進事業 

     学校教育と社会教育の融合を図り、連続性・一貫性の中で、地域人材や地元企

業の協力のもと、自己有用感・効力感を育む｢生き方教育｣としてのキャリア教育

のより一層の推進を図ります。また、学んだことや体験したことを振り返りなが

ら、自己の将来の生き方や就きたい職業を考えることができるよう、キャリアパ

スポート※の有効活用を図ります。 

 

オ 環境教育推進事業 

本村の豊かな自然を活用し、森林環境保全に向けた学習を進めるとともに、地

球温暖化、ゴミの分別やリサイクルなど、教育活動全体の中で教科横断的に体験

的な学習を取り入れながら環境教育を推進します。また、農福連携推進事業によ

り整備が予定されている施設（ミニエネルギーパーク）等を活用して、再生可能

エネルギーの重要性などを学ぶ機会の充実に努めます。 

 

  カ スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー活用事業 

     学校の抱える課題が多様化・複雑化している現状を踏まえ、チーム学校の体制

整備と学校組織力の強化を図るため、スクールソーシャルワーカーやスクールカ

ウンセラーを配置し、児童生徒等へのきめ細やかな支援や関係機関との連携・協

力による対応の充実を促進します。 

 

   キ 国内外交流活動推進事業 

     国内外の友好都市等との人や文化などの

交流活動により、異文化理解を深め、広い視

野をもつ人間の育成を図るとともに、自ら

の住む村を見つめ、郷土を愛する心の醸成

に努めます。特に、姉妹校締結をした台湾桃

園市大竹國民中學とのホームステイ体験を

含めた交流なども含め、積極的な交流の促

進を図ります。 

 

《広島平和記念公園での千羽鶴奉納》 
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   ク 村民相互の交流・体験活動推進事業 

クリーン活動や地域貢献活動などの体験や、千羽鶴作成などの交流活動をおお

たま学園全体の取組として充実を図ります。また、子ども達の豊かな人間性や社

会性の育成を図る一環として、地域行事や社会貢献活動への積極的な参加を促し

ます。 

 

④ 安心して学べる教育環境づくり  
非常勤講師やスクール・サポート・スタッフ※の配置など、充実したサポート環境

を確保します。 

また、各教育施設の適正な維持管理と計画的な整備を進めるとともに、子育て支

援策の一環として小・中学校の学校給食費の補助を継続実施します。 

さらに、経済的理由により就学が困難な児童生徒等に対し就学支援を行うなど、

安心して学べる教育環境の確保に努めます。 

 

ア 非常勤講師及びスクール・サポート・スタッフ配置事業 

小・中学校へ非常勤講師及びスクール・サポート・スタッフを配置し、教員の

子どもと向き合う時間の確保を図ることにより、学習面はもとより学校生活等に

おいて指導力向上に努めます。 

 

イ 幼稚園・小中学校施設整備・管理事業 

     園庭・校庭の芝生及び各施設・設備等の適正な維持管理を図ります。また、老

朽化した施設や設備の計画的な整備に努めるとともに、学校の体育館等の空調設

備及び施設照明の LED 化等の整備促進に努めます。 

 

    ウ 学校給食費補助事業 

       子育て支援策の一環として、小・中学校の保護者の負担軽減を図るため、引き

続き学校給食費の全額補助を実施します。 

 

エ 就学支援事業 

       要保護・準要保護及び特別支援教育など、対象となる児童・生徒に対する学用

品費等の援助を行うことにより、児童・生徒が安心して学べる教育環境の確保を

図ります。また、保護者への周知徹底や学校及び関係機関との連携により、真に

支援を必要とする家庭の把握と支援に努めます。さらに、奨学金返還支援等補助

型の奨学金制度を創設し、支援を必要とする子どもの進学を支援します。 

 

オ 幼稚園弁当給食費補助事業 

     園児の適切な栄養摂取、望ましい食習慣

の確立、保護者の負担軽減を目的に、弁当

給食を導入し、弁当給食費の全額補助を実

施します。 

また、弁当給食を利用せず、自前弁当を

食べる園児についても、同等額の補助を実

施します。 

《幼稚園弁当給食の様子》 
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   カ 教育支援センター設置事業 

     何らかの理由で登校できない小中学生を対象に、教育支援センター（あだたら

ふれあい教室：旧適応指導教室）を開設し、保護者・学校等と連携しながら学校

生活と社会生活への適応力を高めることを目的として、専門員を配置して、児童

生徒等の支援を図ります。 

 

   キ 中学校新入生等制服補助事業 

子育て支援策の一環として、大玉村立中学校等への就学等に伴う制服の購入に

際し、保護者の経済的負担を軽減するため購入費の補助を実施します。 

 

（2）地域ぐるみの学びのむらづくり【共育】 

関連ＳＤＧｓ 
目標４              目標１７ 

質の高い教育をみんなに      ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう 

   

   

項  目 
令和２年度

実績 

現況値 

（令和 6 年）  

令和 12 年

度目標値 
出  典 関連施策 

学校支援ボランティ

アの延べ活動人数 
357 人 464 人 550 人 村有データ ①－イ 

放課後子ども教室の

ボランティア活動延

べ人数 

164 人 251 人 350 人 村有データ ①－イ 

生涯学習等施設の年

間延べ利用人数 

農村環境

改善センター 

32,716 人 

大山公民館 

8,910 人 

 (R 元年度) 

農村環境改善

センター 

24,633 人 

大山公民館 

8,589 人 

農村環境改

善センター 

27,000 人 

子育て支援

センター 

12,000 人 

村有データ ②－ア 

図書貸出冊数 

ふるさとホール 

図書室 

7,102 冊 

移動図書館 

4,748 冊 

大山公民館 

図書室 168 冊 

計 12,018 冊 

(R 元年度) 

ふるさとホール

図書室 

7,163 冊 

移動図書館 

3062 冊 

大山公民館 

図書室 30 冊 

ふるさとホール

図書室 

9,000 冊 

移動図書館 

5,000 冊 

子育て支援

センター

図書室 1,000 冊 

第二次大玉

村子ども読

書活動推進

計画 

③－ア 

   ※令和 12 年度目標値の大山公民館は閉館見込みにより、子育て支援センターに名称を変更。 

 

① 「地域とともに歩む学校づくり」の推進 

「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」との連携・協働を図り、学

校・家庭・地域が一体となった「地域とともに歩む学校づくり」により一層努め、

子どもたちの確かで、豊かな学びを支える環境づくりを行っていきます。 
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また、学校支援ボランティアが日常的に学校を支援する体制を継続し、保護者や

地域住民が教育活動に参画する機会の充実に努めることにより、学校を核とした地

域づくり、いわゆる「スクール・コミュニティ」を推進していきます。 

さらに、学校と地域が「共に地域の子どもたちを地域で育てる」思いを共有し、

村内ボランティア人材の積極的な登録を進めるとともに、学生ボランティアによる

学習支援など、地域の特色を生かした多様な学びの創造を図ります。 

 

ア コミュニティ・スクール推進事業 

２園３校合同のおおたま学園コミュ

ニティ・スクール委員会の充実による

「地域と共に歩む学校づくり」を一層推

進し、地域と一体となった特色ある学校

づくりを進めるとともに、保護者・地域

住民の協働・参画を促すための情報発信

及び活動内容の充実を図ります。 

 

イ 地域学校協働活動 

活動ごとに地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター等）を配置し、大

玉らしさを活かした地域学校協働活動を推進します。地域住民や各種団体からの

幅広い参画を得ながら、地域の子どもたちの豊かな学びや成長を支えるとともに、

「地域とともに歩む学校」､「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学

校が相互にパートナーとして連携・協働した体制づくりを構築します。また、将

来的な部活動の地域展開に伴う支援体制づくりの推進を図ります。 

 

・共に学ぶ学習支援事業 

県内の大学との協定を活かした学生

ボランティアの協力のもと、学習支援

活動や学生の体験談、学びと遊びを融

合した学習会（「おおたまっ子学び舎塾」

小学４年生～中学２年生）や学生も子ど

もと共に学びあえる環境づくりの充実

のための学習会（「共に学ぶ『おおたま未

来塾』」中学３年生）等を実施します。  

また、実施にあたっては、学生が参加しやすい環境への配慮に努めます。 

 

       ・学校支援事業（学校支援ボランティア） 

学校からの支援要請により、学校支援コーディネーターが、直接学校を訪問・

連絡調整を図り、子どもたちの学習支援をサポートするための登録ボランティ

アを派遣します。また、各小・中学校の地域連携担当教職員との連携を図るた

め、学校支援コーディネーターを派遣し、連絡調整や学習支援を行います。学

《おおたま未来塾》 

《コミュニティ・スクール委員会》 
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校の支援要請に対するボランティア派遣

にあたっては、「社会に開かれた教育課

程」の実現のため、教育課程編成から関わ

りを持ち、子どもたちの学びの可能性を

広く支援します。 

 

 

 

・放課後支援事業（放課後子ども教室） 

異学年交流を通して、放課後の安全・

安心な居場所づくりを提供し、学習や

スポーツ、体験活動等を通した交流を

実施します。 

また、事業を遂行する上で不可欠な

活動支援ボランティアの拡充に努める

とともに、ボランティア登録名簿の活

用により、地域住民と共に活動する機

会を増やすことで、地域コミュニティ

の醸成を図ります。 

 

・親の学びや子育てを応援する家庭教育支援事業 

家庭教育支援チームを組織し、コーディネ

ーターを中心に関係機関と連携しながら、子

育てを応援できるよう事業を推進します。 

乳幼児健診や授業参観日を利用した保護

者同士の学びと交流の場を設けたり、月齢に

合わせた子育て情報を発信したり、さらには

子育て相談に応じるなど多面的に子育てを

応援します。また、親子が楽しく参加できる

事業を通して家庭教育支援活動の周知を図

ります。 

 

・部活動の地域展開 

 部活動の地域展開は、部活動を段階的に地域主体の運営にしていくことを目

的としておりますが、部活動を丸ごと地域に移すことではなく、これまでの学校

での部活動を維持していくことが難しいなどの様々な課題への対応に努め、部

活動の地域展開に伴う支援体制づくりを推進します。 

運動分野については、スポーツ協会やスポーツクラブなど、村内の各種団体の

関係者や指導者等と連携を図り、教師に代わり指導や大会引率を担う部活動指

導員の養成と配置に努めます。また、音楽などの文化分野についても、運動分野

と同様に部活動指導員の配置に努めます。さらに、各部活動の活動継続のために、

民間団体の補助等を含めた経済的な支援体制の充実に努めます。 

《学校支援ボランティア（さつまいも苗植え）》 

《子育てサポートセンター事業・親子

ふれあい遊び》 

《放課後子ども教室（空気鉄砲づくり）》 
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《二十歳のつどいの様子》 

②  ライフステージに応じた学習活動の支援  
誰もがいつでも主体的に学ぶことができるよう、多様な媒体を通じて積極的な学

習情報の提供に努めるとともに、村民一人ひとりの学習ニーズに応じた多様な講座・

講演会・イベント、体験活動等の開催に努めます。また、自主サークルの活性化を

図るとともに、生きがいづくりのための学びはもとより、学びの成果を社会に還元

し、活躍するという循環の実現に努めます。 

 

 ア 生涯学習推進事業 

    村の施設、公民館などにおいて、生きがいづくりのための学びの場を提供し、

ライフステージに応じた生涯学習の機会を提供します。また、学びの成果を社会

に還元し循環を図るため、村民の学習ニーズに応じた学習機会の拡充と情報の提

供に努めます。併せて、社会の急激な変化に対応できるよう DC 教育の啓発を進

め、ICT 機器の利用講座の実施、ICT 機器を利用したオンライン学習等の機会の

提供に努めます。 

 

 イ 家庭教育推進事業 

    子どもの豊かな情操、家族を大切にする気持ちや、他人に対する思いやり、命

を大切にする気持ち、善悪の判断などの基本的な倫理観・社会性など、心身の調

和のとれた発達を図るため、幼稚園、小・中学校での講演会、子育て支援交流事

業（観劇等）等を実施し、各年代のニーズに応じた学習機会の提供に努めます。 

    また、保育士、保健師、子育てサポーター等で組織する家庭教育支援チームを

組織し、それぞれの立場から意見を出し合いながら、様々な活動に取り組むなど

子育て中の皆さんに寄り添い保護者を応援します。 

 

 ウ 少年教育推進事業    

創造性、主体性のある健全な子どもの育成

を図るために、小学生を対象とした「わんぱ

く広場」等を実施し、村内の関係団体の協力

や公共施設の活用により、様々な体験学習

を提供します。また、県内の大学等と協働

し、地域と共に学ぶ活動を推進します。 

 

 

 エ 青年教育推進事業 

S.E support net※を募集し、村内在住高

校生等へのボランティア学習の場を提供

します。「おおたま二十歳のつどい」では、

新成人による実行委員会を組織し、自主

的・主体的な活動となるよう実行委員会の

活動を支援します。 

 

《わんぱく広場（運動教室）》 
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《おおたま生き粋大学（笑いヨガ）》 

 オ 成人教育推進事業 

「おおたま生き粋大学」の対象年齢の幅

を広げ、多くの方が社会参加できる機会を

提供します。また、運営委員との協議のも

と、健康管理の増進や現代社会に適応でき

る教養の講座を提供します。 

 

 

 

カ 自主学習グループ育成・支援事業 

「ふれあいセミナー」などの自主的な学習

グループの育成や、学習ニーズに応じた出前

講座・講師等紹介事業を積極的に支援します。

特に、地域の人材活用のため、ボランティア

登録名簿の定期的な更新及び活用を図ると

ともに、リーダー育成のための研修会などの

開催に努めます。また、村民の趣味を始める

きっかけづくりの事業やオンラインを活用

した講座の開催を図ります。 

 

③ 読書活動の推進 

読書活動を一層推進するために、あだたらふるさとホール図書館、「（仮称）大玉

村子育て支援センター」図書館や各小中学校図書館の蔵書・資料の充実、環境整備

に努めるとともに、おはなし会の開催などにより、子どもたちが読書に親しむ機会

に向けての図書館機能の充実に努めます。 

 

ア 読書活動推進事業 

「第二次大玉村子ども読書活動推進計画」

に基づく取り組みを推進します。 

・子どもが読書に親しむ機会の充実 

  朝読書等の全校一斉読書活動の継続と

充実を図ることにより、読書する時間を確

保し、読書習慣の定着を促進します。 

・子どもの読書環境の整備と充実 

 学校司書や各校読書サポートティーチャーとの連携により、子どもが読書に

親しむことができるよう、公共図書館と学校図書館の蔵書等図書資料と利用環

境の整備・充実を図ります。 

・子どもの読書活動についての理解の促進 

子どもの読書活動についての理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書

活動に取り組む意欲を高めるために定められた「子ども読書の日（４月２３日）」

等の機会を有効に活用していきます。 

《ふれあいセミナー（ポーセラーツづくり）》 

《子ども司書養成講座》 
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④ 学習施設の維持管理・長寿命化   
村民の多様な学びを支援するため各生涯学習施設の適切な運営管理と改修等を推

進します。また、大山地区に生涯学習及び地域コミュニティの拠点施設としての公

民館や地域子育て支援センターの機能を併せ持った「（仮称）大玉村子育て支援セン

ター」の設置を進めます。 

 

ア 生涯学習施設整備管理事業 

村内各生涯学習施設の適切な運営管理や、農村環境改善センター施設と施設周

辺の利用環境のさらなる充実を図ります。 

 

イ 「（仮称）大玉村子育て支援センター」建設事業 

大山地区に生涯学習及び地域コミュニティの拠点施設としての公民館と未就園

児など就学前児童と保護者が通い、相談や交流活動を行う子育て支援センターの

機能を併せ持ち、さらに図書コーナーや子どもの遊べるスペース等を備えた住民

交流施設の設置を進めます。 

 

（3）子どもの健やかな体づくりと地域ぐるみのスポーツのむらづくり 【強育】 

関連ＳＤＧｓ 
目標３              目標４ 

すべての人に健康と福祉を     質の高い教育をみんなに 

 
 

項  目 
令和２年

度実績 

現況値 

（令和 6 年） 

令和 12 年

度目標値 
出  典 関連施策 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調

査（男女合わせて

16 項目）において

全国平均以上の項

目数（小学校５年生） 

11 

（R 元年度） 
9 12 

全国体力・運

動能力、運動

習慣等調査 
①－ア 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調

査（男女合わせて

16 項目）において

全国平均以上の項

目数（中学２年生） 

8 

（R 元年度） 
11 12 

全国体力・運

動能力、運動

習慣等調査 
①－ア 

朝食の摂取率 

幼稚園児 

99.6％ 

小学生 

97.9％ 

中学生 

96.2％ 

幼稚園児 

100％ 

小学生 

94.8％ 

中学生 

96.1％ 

幼稚園児 

100％ 

小学生 

中学生 

98％ 

「第 1 回朝食に

ついて見直そう

週間運動」にお

ける調査※令和

2 年度は第 2 回 

①－イ 
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《小学生水泳大会》 

項  目 
令和２年 

度実績 

現況値 

（令和 6 年） 

令和 12 年

度目標値 
出  典 関連施策 

おおたまスポーツク

ラブのサークル・イ

ベント等参加者数 

4,891 人 

（R 元年度） 
8,403 人 9,500 人 村有データ ②－ア 

スポーツ施設の年

間延べ利用人数 

村民体育館 

8,784 人 

村民運動場 

16,482 人 

村民プール 

21,145 人 

村民ﾃﾆｽｺｰﾄ 

8,088 人 

屋内運動場 

6,904 人 

（R 元年度） 

村民体育館 

9,940 人 

村民運動場 

15,795 人 

村民プール 

18,178 人 

村民ﾃﾆｽｺｰﾄ 

6,251 人 

屋内運動場 

7,696 人 

村民体育館 

12,000 人 

村民運動場 

18,000 人 

村民プール 

22,000 人 

村民ﾃﾆｽｺｰﾄ 

8,000 人 

屋内運動場 

8,000 人 

村有データ 

②－ア 

②－イ 

③－ア 

 

① 健康な体づくりの推進 

  子どもたちが生涯にわたって生き抜く力を支える健康な体づくり、食に関

する正しい知識と規則正しい生活習慣を身に付けるため、学校・家庭・地域・

関係機関等が連携のもと、子どもの発達段階に応じ、学校教育活動全体を通

して、体力・運動能力の向上と健康教育・保健事業の充実、食育の推進に努

めます。 

 

ア 学校体育支援事業 

大玉村小学生水泳大会や雪上体育への参

加などを支援します。また、全国体力・運動

能力、運動習慣等調査結果分析を基に、体力

向上推進計画を工夫・改善し、指導計画や体

育的活動が充実するための支援を行います。 

 

 

 

   イ 健康教育・保健事業の充実と食育の推進 

     健康教育を進めるにあたり、学校・家庭・地域・関係機関が連携し、保健学習・

保健指導や感染症予防教育、肥満解消に向けた取組などの充実を図るとともに、

規則正しい生活習慣の育成に努めます。また、子どもたちの歯の健康を守るため、

関係機関と連携しフッ化物洗口※事業及び歯磨き指導や歯の健康教室の推進を図

ります。さらに、給食センターをはじめとした各関係機関と連携し、子どもたち

の心身の健全な発達や、食品ロス削減など食に関する正しい理解、望ましい食習

慣などについて学ぶ食育の充実に努めます。 
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《ふくしま駅伝のゴールシーン》 

② スポーツ活動の促進 

子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の多様な参加につながるよう、おおたまスポ

ーツクラブなど住民団体や学校・幼稚園と連携しながら、初心者にも気軽に参加で 

きる教室・イベントの開催や、各種自主スポーツ活動の活性化を図り、生涯にわた

ってスポーツが楽しめる環境づくりに努めます。また、各体育団体間の連携強化を

図りながら、将来的な部活動改革・地域展開に伴う支援体制づくりを進めます。 

 

ア おおたまスポーツクラブ事業 

既存サークルの支援及び各種スポーツ  

教室やイベント等の開催を支援します。ま

た、指導者の育成を支援することにより、新

規サークルを開設し、クラブ会員数や参加者

数の増加を図り、誰もが持続的にスポーツを

楽しむことのできるクラブ運営を図ります。

さらに、福島大学等との連携事業を実施し、

より専門的な知識や情報収集を行い、時代背

景に沿ったクラブ運営を図ります。 

 

イ 社会体育関係団体支援事業 

     社会体育関係団体の活動支援を通じて、スポーツ団体の活性化を図ります。 

また、スポーツ推進委員会を中心として、スポーツ協会・スポーツクラブ等の

組織間の連携強化を図り、地域スポーツの在り方を検討します。併せて、将来的

な部活動改革・地域展開に伴う支援体制づくりを進めます。 

 

ウ ふくしま駅伝大玉村実行委員会事業 

     指導者や中学校、スポーツクラブと連携

することで、選手の確保や将来のランナー

育成、記録の向上を目指します。また、村

民が一体感を持って代表チームを応援・支

援できるよう、選手応援会やランニングク

ラブなどとの連携強化を図ります。 

    

 

   エ 村民登山事業 

     山頂へ登り切った達成感とともに村の魅力を再発見することができる登山を

通して互いの親睦を深めることや健康意識の高揚を図るために、日本百名山の一

つでもある村のシンボル「安達太良山」や、初めての方でも気軽に登ることので

きる「大名倉山」などの登山を実施します。 

 

③ スポーツ施設の整備促進  
村民の多様なスポーツ活動を支援するため、各社会体育施設の適切な運営管理と

老朽化に伴う施設の修繕と伴に計画的な更新を検討します。また、スポーツによる

交流人口の増加を図るため、体育施設のさらなる有効活用に努めます。 

《テニス教室》 
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ア 生涯スポーツ施設整備管理事業 

  村内各生涯スポーツ施設を適切に整備・運営管理し、各施設の修繕工事ととも

に施設の更新を計画的に進めます。また、各運動施設の有効活用に努めます。 

  また、公共施設検討委員会を開催し、学校プール等を含めた公共施設（スポー

ツ施設）の今後の方向性についての見直しを実施してまいります。 

 

（4）ふるさと文化の振興【郷育】 

関連ＳＤＧｓ 
目標４              目標１５ 

質の高い教育をみんなに      陸の豊かさも守ろう  

 

 

項  目 
令和２年 

度実績 

現況値 

（令和 6 年）  

令和 12 年

度目標値 
出  典 関連施策 

年中行事再現事業

の年間延べ参加人

数 

197 人 

(R 元年度) 
241 人 300 人 村有データ 

①－ウ 

①－エ 

文化イベントの年

間延べ入場者数 

ふるさとホー

ル公演会 

 298 人 

文化のつどい 

 496 人 

(R 元年度) 

ふるさとホ

ール公演会 

 30 人 

文化のつどい 

 454 人 

500 人 村有データ 

①－エ 

②－ア 

②－イ 

文化祭の総出展数 1,313 点 1,192 点 1,500 点 村有データ ②－ウ 

 

①  歴史文化の保存と継承・活用 

あだたらふるさとホール（大玉村歴史民俗資料館）を中心に、貴重な歴史文化の

資料収集・保存・展示を充実するとともに、平成29年度策定の『大玉村歴史文化基

本構想』を基に、歴史文化の継承・活用を図り、村の伝統文化等の継承活動を支援

していきます。また、令和3年2月発刊の『おおたま学』※を活用した学習会等によ

り、住民の郷土意識の醸成を図るとともに、文化振興のみならず、産業振興、人材

育成などむらづくり全体への波及に努めます。 

 

ア 文化財保護事業 

所有者や保存会の協力のもと村内の国・県・村指定文化財の保護・保存を推進

します。また、貴重な歴史文化、伝統文化等の未指定の「おおたま遺産」の発掘・

調査・指定を推進します。 
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《神原田神社十二神楽（民俗芸能大会）》 

イ 文化財記録保存事業 

村の貴重な民俗芸能・風俗慣習などを文化財調査員等の協力を得て聴き取り調

査等により記録保存します。また、伝統技術も後世に継承するために記録保存し

ます。 

 

 

ウ 無形文化財・年中行事伝承王業 

無形文化財や伝統工芸技術保持者が漸減

しているため、継承者の育成を図ります。 

また、風俗慣習伝承のため子どもから大

人までを対象とした年中行事再現事業を実

施します。 

  

 

 

 

 

さらに、民俗芸能の継承・発展を図るた

め、村内外の民俗芸能保存団体による民俗

芸能大会の定期的な開催及び大山小学校

での「神原田神社十二神楽」、玉井小学校

での「本揃の田植踊」などの授業での取組

を奨励します。 

 

 

 

エ あだたらふるさとホール運営事業 

郷土の歴史及び民俗等に関する資料を収集、保管、展示し、村民の教養の向上

と文化の振興を図るため、村の歴史や文化に係る企画展や、時節や社会に添った

テーマで特別展を開催します。また、あだたらふるさとホールの機能の維持・向

上を図るとともに、野内与吉氏の功績展示を行います。 

 

 オ 歴史と文化を活かしたむらづくり推進事業 

     住民の郷土意識の醸成を図るため、

『大玉村歴史文化基本構想』・『おおたま

学』を活かしてむらづくりを推進しま

す。また、『おおたま学』やあだたらふる

さとホールでの様々な体験活動を通し

て、子どもから一般まで村の歴史・文化・

自然など郷土の魅力を学ぶ機会の拡充

に努めます。さらに、あだたらふるさと

ホールを文化・情報の発信拠点として整

備・充実に努めます。 

 

《本揃の田植踊（民俗芸能大会）》 

《大玉村歴史文化基本構想とおおたま学》 
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《文化のつどい（三遊亭兼好独演会）》 

《文化祭（幼・少・中作品の展示）》 

②  文化・芸術活動への支援の推進 

住民の生活にゆとりや潤いをもたらす文化・芸術の振興に向け、芸術鑑賞会・音

楽活動などを通じて住民が優れた文化・芸術に触れる機会の提供に努めるとともに、

芸術活動や新たな文化創造の取組に対して、情報発信や必要な支援を行っていきま

す。 

 

ア ふるさとホール公演会事業 

ふるさとホールの古民家スペースを主な会場とした「おおたまプチミュージア

ムの会」による、ミニコンサート等の開催を支援します。 

 

イ 文化のつどい事業 

  幅広い年齢層の村民が文化・芸術に触れ

る機会の拡充を図るための、文化のつどい

実行委員会による講演会や音楽会等の開

催を支援します。 

 

 

 

 

 

ウ 文化祭事業 

各種団体が参画する実行委員会方式の

文化祭開催により、多くの村民に文化・芸

術活動の発表や鑑賞の機会を提供します。 

さらに、多くの団体の協力を得て展示や

催事など開催内容を充実し、さらなる発展

を図ります。 

 

 

 

エ  文化・芸術活動の情報発信 

文化・芸術活動について、公共施設や広報紙、村ホームページ等を通して広く

村民への情報提供に努めます。また、おおたま合奏部などの音楽活動の支援を図

ります。 

 

 （5）４つの『育』を支える【基盤】づくり 

① おおたまの教育を支える基盤づくり 

学校評価の推進により、学校経営・運営の充実を図るとともに、事務の点検評価

の結果を活かした教育委員会機能の充実、業務の改善、関係機関との連携強化を図

ります。 

また、おおたま学園の組織を活かし、教職員の学び合いを推進することにより、

「主体的・対話的で深い学び」を実現できる資質・能力を身に付けることができる

よう研修の充実を図ります。 
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ア 学校評価・教育委員会評価推進事業 

コミュニティ・スクール委員会活動と連携した学校の自己評価・学校関係者評

価を推進します。また、外部の専門家による第三者評価を活用し学校運営の組織

的・継続的改善を図ります。 

大玉村教育委員会においても外部の専門家による事務点検評価を実施し、組織・

業務の改善を進めます。 

 

イ 教職員研修推進事業 

おおたま学園の組織を活かし、外部講師等を積極的に活用した授業研究会を計

画的に開催することにより、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業実

践を行うことのできる資質・能力の育成を図ります。 

各種学力調査結果を分析し授業改善の視点を明確にすることで、校内研修の活

性化を図ります。 

 

ウ 教職員の働き方改革の推進 

     非常勤講師やスクール・サポート・スタッフ、ICT 支援員、外国語専科教員の

配置、統合型校務支援システムの効果的な活用と継続的な校務の見直し、部活動

指導員の配置や将来的な部活動改革に伴う支援体制づくりなど具体的な取組の

推進とともに、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の充実による学校支

援によって、教職員の働き方改革を推進します。 

 

エ 地域人材の発掘と参画 

  生涯学習活動を支援する「指導者登録名簿」の更新と活用により、村民の多様

な学習ニーズに応えられるよう努めます。 

 「学びの還元と循環」を図るため、地域学校協働本部の活動を充実させ、大人も

子どもも共に学び合い、育ち合うことができるよう学校と地域の連携・協働活動

を推進します。 

 

オ 行政や関係機関との連携強化 

複雑・多様化する教育問題に対応するため、福祉や産業などの行政機関や村内

外の関係機関との連携強化によるネットワークづくりの推進を図ります。 

 

② 各種施策にかかる子ども達の意見の反映 

主要施策の計画に当たっては、子ども基本法の趣旨に基づきできる限り当事者

となる子ども達の意見を反映できるよう努めます。 

また、「（仮称）子ども未来会議」を開催するなど、教育の分野をはじめ様々な

分野においての子ども達の意見を聞く機会の確保に努めます。 

さらに、「コミュニティ・スクール委員会」等への、小・中学生の参加を推進し、

子ども達の考えを委員と共に共有することなどに併せて努めます。 
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◆ 用語解説 

※（P2） デジタル・シティズンシップ教育：デジタル・シティズンシップ（DC）とは

「デジタル技術を使用して学習、創造し、責任を持って市民社会へ参加する能力（法

政大学教授 坂本 旬）2023」である。GIGA スクール（１人１台端末）時代では、

従来の「情報モラル教育」だけでは対応が難しいため，「情報モラル教育」の上位概

念としての「デジタル・シティズンシップ教育」が（世界的にも）提唱されている。

これは、ICT 利用を躊躇させる情緒的抑制から賢く使い合理的活用ができる、善き

デジタル市民の育成を目指す教育である。 

※（P4） IoT：Internet of Things の略称。モノのインターネット。モノにセンサーをつ

け、センサーが取得した情報を活用できるようにする。例えば位置情報や電池残量、

気温データなど。 

※（P4） AI：Artificial Intelligenceの略称。人工知能。コンピュータがデータを分析し、

推論や判断、最適化提案、課題定義や解決、学習などを行う人間の知的能力を模倣

する技術のこと。 

※（P4） 超スマート社会（Society5.0）：狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、

工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く新たな社会を指すもので、

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のこと 

※（P4） ICT：Information and Communication Technology の略称。情報通信技術、情

報処理・情報通信分野の関連技術の総称。 

※（P5） SDGｓ：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。

「誰一人として取り残さない」をテーマに、２０１５年９月の国連サミットで全会

一致で採択された、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。

１７のゴール・１６９のターゲットから構成されている。 

※（P5） Well-being：「良好な状態」等と訳されるが定訳はない。近年 OECD 等で教育

目標として使われている。所得や財産、職業、給料、住宅などの物質的な豊かさだ

けでなく、健康や市民としての社会参画、社会的関係、教育、安全、生活への満足

度、環境などの生活の質などを含む概念である。 

※（P20） おおたま遺産：「大玉村歴史文化構想」における、有形・無形、指定・未指定

の村の全ての文化財。 

※（P21） プログラミング教育：コンピュータプログラムを意図どおりに動かす体験等

を通じ、論理的な思考力や創造性、問題解決能力等を育む教育。 

※（P24） 非認知能力：意欲や協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コ

ミュニケーション能力等の、個人の特性に関する能力のこと全般を指す。 

※（P24） 架け橋プログラム：５歳児から小学校１年生までの２年間を「架け橋期」と

呼び、この期間における教育の充実を図ることを目的とする。 

※（P24） アプローチ・スタートカリキュラム：幼稚園の教育と小学校教育の円滑な接

続を図るための、小学校入学前「アプローチ期」と入学後「スタート期」の教育。 

※（P24） 外国語専科教員：外国語活動と外国語科を専門的に指導する教員を指す。 
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※（P25） 自己マネジメント力：R-PDCA サイクルを通して、自分で学習や生活を改善

する力。 

※（P25） T・T（ティーム・ティーチング）:２人以上の教職員が連携・協力して授業を

行う指導方法及び形態。 

※（P25） GIGA スクール構想:児童生徒向けの１人１台ＰＣ端末と、高速大容量の通信

ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公

正に個別最適化された創造性を育む教育を全国の学校現場で持続的に実現させる

構想をいう。 

※（P26） 統合型校務システム:教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健

康診断票、保健室来室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した

機能を有しているシステム。情報システムの利用により校務における業務負担を軽

減できることに加え、情報の一元管理及び共有ができる点がメリット。国で導入を

推進している。 

※（P26） スクールソーシャルワーカー:児童・生徒の問題に対し、保護者や教員と協力

しながら問題の解決を図る専門職をいう。 

※（P26） スクールカウンセラー:教育機関において、児童・生徒等の不登校や校内・学

内での種々の問題行動などの対応に当たって、心理相談業務に従事する心理職専門

家をいう。 

※（P27） キャリアパスポート：児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育

に関わる諸活動について、特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心として、

各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしな

がら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫された成果物をまとめるファイ

ルのこと。 

※（P28） スクール・サポート・スタッフ:教職員に代わって資料作成や授業準備等を行

うことで、教職員をサポートする職員。 

※（P32） S.E support net：S.E は Social Education（社会教育）を意味し、村内在

住の高校生等の希望者を募り、社会教育事業（主に少年教育や青年教育事業）で

の運営・協力をするボランティア学生をいう。 

※（P35） フッ化物洗口：適量のフッ化物（フッ化ナトリウム）が入った洗口液を口に

含み、約１分間ブクブクうがいをする虫歯予防。 

※（P37） おおたま学：地域の自然・歴史・産業・民俗・文化などを学ぶことによって、

地域への誇りと愛着を醸成し、地域活性化や新たな地域づくりの一助となるよう作

成された書物。（大玉村のガイドブック的なもの） 
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Ⅳ 資料 

大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン策定検討委員会設置要綱 

（設置の目的） 

第１条 大玉村長及び大玉村教育委員会（以下「教育委員会等」という。）が、国の教育

振興基本計画並びに福島県長期総合教育計画を参酌し、「大玉村総合振興計画」との調

整を図りながら、大玉村の教育をめざす基本的かつ総合的な構想として、大玉村教育

大綱・大玉村教育ビジョン（以下「大玉村教育ビジョン」という。）を策定するに当た

り、教育に関する有識者や保護者・地域住民等から提言を得るため、大玉村教育大

綱・大玉村教育ビジョン策定検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は教育委員会等の求めに応じ、大玉村教育ビジョンの基礎となる内容

を検討し、大玉村教育ビジョンの策定に向けた提言を行うものとする。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、１８名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、有識者・保護者・住民等のうちから、教育長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委員として委嘱した日から委員を解く日までとする。 

（報酬） 

第５条 村外からの委員に対しては、村の規定により、報償等を支給する。 

（委員長等） 

第６条 検討委員会に委員長及び副委員長１名を置き、委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、または関係者の出席を求め、その

説明若しくは意見を聞くことができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（庶務） 

第９条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（委任規定） 

第１０条 この要綱に定めるものの他、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１２月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２７年８月２１日から施行する。 

   附 則（令和２年教委告示第１１号） 

 この要綱は、令和２年８月２０日から施行する。 

   附 則（令和３年教委告示第１号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和７年教委告示第７号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン策定検討委員会委員名簿 

   （順不同・敬称略） 

№ 氏 名 勤務先・職名等 備 考 

1 坂本 篤史 福島大学人間発達文化学類准教授  

2 久保寺 徹 大玉中学校長（おおたま学園長）  

3 澤藤 晃治 大山小学校長（兼大山幼稚園長）  

4 五十嵐 洋之 玉井小学校長（兼玉井幼稚園長）  

5 八巻 隆 大玉村 PTA 連絡協議会会長（大玉中学校 PTA 会長）  

6 矢吹 吉信 大玉村コミュニティ・スクール委員会会長  

7 八木田 厚子 大玉村社会教育委員の会委員長  

8 武田 喜市 大玉村文化財調査委員会会長  

9 中村 伸太郎 大玉村スポーツ推進委員会委員長  

10 武田 伸一 大玉村スポーツ協会会長  

11 菊地 秀子 地域学校協働本部家庭教育支援チーム員  

12 栁沼 香 大玉村教育支援センター専門指導員  

 

○ 大玉村教育委員会   教育長         渡辺 敏弘 

 

○ 事務局 

  教育部        部長          後藤  隆 

        教育総務課 課長兼教育総務係長   鈴木 裕也 

              指導主事        星  雅人 

              指導主事        佐久間葉子 

              指導主事        馬場 秀之 

              課長補佐兼学校教育係長 遊佐 佳織 

              主任主事        辻本 友也 

        生涯学習課 課長兼社会教育係長   田辺 将裕 

              文化振興係長      戸田 伸夫 

              主任主査兼社会体育係長 菊地 孝宏 

              主任主査        橋本 千夏 

              主査          国分 智明 
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ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

 
 ２０１５年９月の国連サミットで採択された２０３０年を年限とする１７の国
際目標。（その下に目標１６９のターゲット、２３２の指標が決められている。） 
 

ＳＤＧｓの１７の目標 

 
目標１ 
(貧困をなくそう) 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 
目標２ 
(飢餓をゼロに) 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続
可能な農業を促進する 

 
目標３ 
(すべての人に健康と福祉を) 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉
を促進する 

 
目標４ 
(質の高い教育をみんなに) 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する 

 

目標５ 
(ジェンダー平等を実現しよ
う) 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化
を行う 

 

目標６ 
(安全な水とトイレを世界中
に) 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確
保する 

 

目標７ 
(エネルギーをみんなに そし
てクリーンに) 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネ
ルギーへのアクセスを確保する 

 
目標８ 
(働きがいも 経済成長も) 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ
生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセン
ト・ワーク）を促進する 

 

目標９ 
(産業と技術革新の基盤をつ
くろう) 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能
な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る 

 
目標１０ 
(人や国の不平等をなくそう) 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

目標１１ 
(住み続けられるまちづくり
を) 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及
び人間居住を実現する 

 
目標１２ 
(つくる責任 つかう責任) 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 
目標１３ 
(気候変動に具体的な対策を) 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 
目標１４ 
(海の豊かさを守ろう) 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能
な形で利用する 

 
目標１５ 
(陸の豊かさも守ろう) 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能
な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻
止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 
目標１６ 
(平和と公正をすべての人に) 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ
ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにお
いて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

目標１７ 
(パートナーシップで目標を
達成しよう) 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パ
ートナーシップを活性化する 
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                       令和８年３月 

 

 大玉村教育大綱・大玉村教育ビジョン 

後期計画（２０２６～２０３０） 

 

 

大 玉 村 

大玉村教育委員会 

〒969-1302 

 福島県安達郡大玉村玉井字西庵 183 番地 

（教育部教育総務課） 

電話：０２４３－４８－３１３８ 

 


